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    告     示 

和歌山県告示第239号 

水防法（昭和24年法律第193号）第14条第1項の規定により、次の河川に係る洪水浸水想定区域を指定し、

当該区域が浸水した場合に想定される水深及び浸水の継続時間を定めた。 

なお、その関係図面は、次の縦覧場所に備え置いて縦覧に供する。 

令和2年2月18日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸  

水系名 河川名 縦覧場所 

山田川 山田川 県土整備部河川・下水道局河川課及び有田振興局建設部 

印南川 印南川 県土整備部河川・下水道局河川課及び日高振興局建設部 

富田川 富田川 県土整備部河川・下水道局河川課及び西牟婁振興局建設部 

周参見川 周参見川 県土整備部河川・下水道局河川課及び東牟婁振興局串本建設部 

 

和歌山県告示第240号 

水防法（昭和24年法律第193号）第14条第1項の規定により、次の河川に係る洪水浸水想定区域を指定し、

当該区域が浸水した場合に想定される水深及び浸水の継続時間並びに河川法施行令（昭和40年政令第14

号）第10条の2第2号イに規定する基本高水の設定の前提となる降雨により当該河川が氾濫した場合に浸水

が想定される区域及び浸水した場合に想定される水深を定めた。 

その関係図面は、次の縦覧場所に備え置いて縦覧に供する。 

なお、平成18年和歌山県告示第921号（浸水想定区域及び浸水した場合に想定される水深の公表）、平

成18年和歌山県告示第923号（浸水想定区域及び浸水した場合に想定される水深の公表）、平成18年和歌

山県告示第924号（浸水想定区域及び浸水した場合に想定される水深の公表）、平成20年和歌山県告示第3

22号（浸水想定区域及び浸水した場合に想定される水深の公表）及び平成25年和歌山県告示第711号（浸
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水想定区域及び浸水した場合に想定される水深の公表）は廃止する。 

令和2年2月18日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸  

水系名 河川名 縦覧場所 

紀の川 橋本川 県土整備部河川・下水道局河川課及び伊都振興局建設部 

広川 広川 県土整備部河川・下水道局河川課及び有田振興局建設部 

切目川 切目川 県土整備部河川・下水道局河川課及び日高振興局建設部 

南部川 南部川 県土整備部河川・下水道局河川課及び日高振興局建設部 

日置川 日置川 県土整備部河川・下水道局河川課及び西牟婁振興局建設部 

古座川 古座川 県土整備部河川・下水道局河川課及び東牟婁振興局串本建設部 

太田川 太田川 県土整備部河川・下水道局河川課及び東牟婁振興局新宮建設部 

那智川 那智川 県土整備部河川・下水道局河川課及び東牟婁振興局新宮建設部 

 

和歌山県告示第241号 

水防法（昭和24年法律第193号）第14条第1項の規定により、日高川水系日高川に係る洪水浸水想定区域

を指定し、当該区域が浸水した場合に想定される水深及び浸水の継続時間並びに河川法施行令（昭和40年

政令第14号）第10条の2第2号イに規定する基本高水の設定の前提となる降雨により当該河川が氾濫した場

合に浸水が想定される区域及び浸水した場合に想定される水深を定めた。 

その関係図面は、県土整備部河川・下水道局河川課及び日高振興局建設部に備え置いて縦覧に供する。 

なお、平成25年和歌山県告示第708号（洪水予報を行う河川の指定）（水防法第14条第1項の規定により

当該河川が氾濫した場合に浸水が想定される区域を浸水想定区域として指定する部分に限る。）について

は廃止する。 

令和2年2月18日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸  

 

和歌山県告示第242号 

平成18年和歌山県告示第922号（浸水想定区域及び浸水した場合に想定される水深の公表）の一部を次

のように改正する。 

令和2年2月18日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸  

表を次のように改める。 

水系名 河川名 

左会津川 左会津川 

富田川 富田川 

 

和歌山県告示第243号 

平成20年和歌山県告示第325号（浸水想定区域及び浸水した場合に想定される水深の公表）の一部を次

のように改正する。 

令和2年2月18日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸  

表を次のように改める。 
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水系名 河川名 

山田川 山田川 

 

和歌山県告示第244号 

平成20年和歌山県告示第326号（浸水想定区域及び浸水した場合に想定される水深の公表）の一部を次

のように改正する。 

令和2年2月18日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸  

表を次のように改める。 

水系名 河川名 

印南川 印南川 
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